
 補助対象者は、下記のいずれかに該当するものとします。

 ・村内に事業所⼜は⼯場を有する者で、村内で⽣産、製造、加⼯⼜はサービスの提供を⾏って

  いる法⼈、その他の団体⼜は個⼈事業者。

 ※ただし、各種法令を遵守した⽣産、製造、加⼯⼜はサービスの提供を⾏っていること。

 ・南⼭城村ふるさと納税返礼品提供事業者として登録承認されている者。

 ※その他詳細な要件につきましては、交付要綱に記載しております。

ふるさと納税
返礼品開発

補助対象者

0743−93−0107

南⼭城村新たな魅⼒開発応援事業補助⾦のご案内
令和6年度

 南⼭城村では、地域資源の魅⼒向上及び地域の活性化を図るため、村内の地域資源及び観光資源

を活⽤した商品の開発等を⾏う事業者に対して予算の範囲内で補助⾦を交付します。

補助対象事業
 補助対象者が継続的な製造及び販売を⾏う⽬的として、村内の地域資源及び観光資源を活⽤し

た魅⼒ある商品の開発及び改良を⾏う事業が対象です。

補助⾦額

申請受付期間

 補助対象経費の10／10以内の額（上限20万円）

 ※同⼀事業者に対する補助⾦の交付は1年度内に1回を限度とします。

令和6年4⽉1⽇（⽉）から令和6年12⽉28⽇（⼟）まで

※申請の際は必ず役場HP掲載の交付要綱をご確認いただきますようお願いいたします。
※先着順に受付・審査を⾏い、予算額（100万円）に達した時点で受付終了といたします。

お問合せ・お申込み先 南⼭城村企画政策課


